
※コミュニティ助成事業は、住民が行うコミュニティ活動

の支援と宝くじの普及広報を目的に、宝くじの収益金の一

部を財源として区・自治会等に助成されるものです。

■頓宮区自治会
「頓宮コミュニティセンター」
助成金額／ 1,500万円　　
構造／鉄骨平屋建　建物面積／ 263.26㎡

平成28年度コミュニティ助成事業（コミュニ
ティセンター助成）で採択を受けられた団体を
紹介します。今後、地域での区・自治会活動の
さらなる推進に活用されます。

地域活動・住民自治の推進を

コミュニティ助成事業

受章おめでとうございます

昭和24年に奉職され、公立小中高等学校の
教諭、教頭、校長として平成元年に退職される
まで40年の長きにわたり、小中高等学校教育
の発展に貢献されました。また、全県的な立場
で生徒の体力・技能の向上、教職員の指導力向
上のために尽力されました。

退職後は、民生委員・児童委員として地域の
福祉向上等に努められました。

高齢者叙勲は、年齢が88歳に達した際に、
叙勲の要件を満たす功労者の方に

授与されるものです。

（甲南町深川）

高齢者叙勲 瑞宝双光章

田中 義典氏
たなか よしのり

基
本
健
診 対象 16歳～ 39歳の方 　費用 1,000円

内容 身体測定（身長・体重・腹囲）・医師診察・尿検査・ 血圧測定・血液検査（脂質・肝機能・腎機能・貧血・血糖）

次のすべての項目に該当する方　　
①甲賀市国民健康保険にご加入の40歳以上74歳以下の方
②国民健康保険税の滞納がない世帯の方
③平成30年3月31日までに、特定健診の検査項目をすべて含んだ
　人間ドックを受診される方
④同じ年度内に特定健診を受診されない方

●医療機関で受ける場合　
　健診実施期間 6月～翌年1月
　市立みなくち診療所 （電話にて事前予約必要）　☎0748-62-3346
　信楽中央病院（予約不要・直接来院） 健診実施日：月～金（祝日除く）9時～ 11時30分

●集団健診で受ける場合
　6月～11月に市内各地域で実施します。予約不要。直接会場にお越しください。
　詳しくは、健診（検診）カレンダーをご覧ください。
　健診（検診）カレンダーがお手元に届かない場合は、各地域市民センターまたは保健センター
　にてお渡しできます。

　　　   すこやか支援課　健康増進係　　　69-2168　　63-4085

学校や職場で受ける機会のない方、1年に1回健診を受けて、体のチェックを
しましょう。今年度からは、医療機関でも受診できるようになっています。

市では、40歳以上の国民健康保険加入者を対象に、人間ドック検診費の助成を行います。

地域コミュニティ推進課
　  69-2113　　63-4554

●申請方法
①【事前申請】

人間ドック検診日前に、必ず下記申請場所で事前申請が必要です。
（持ち物）
・国民健康保険被保険者証　・印鑑　・特定健診の受診券（5月下旬から順次送付予定）

②【交付申請】
受診後、下記申請場所で助成金交付申請をしてください。

（持ち物）
・国民健康保険被保険者証　・検診結果　・領収書　
・振込口座のわかるもの　・印鑑
※検診結果と領収書はコピーを取らせていただきます。

●申請場所
保険年金課または旧支所である土山、甲賀大原、甲南第一、信楽地域市民センター

　　　   保険年金課　国保年金係　　　65-0688　　63-4618
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　検診費用の1/2（上限2万円。ただし、脳ドックを含む検診を受診される場合は上限3万円。）
※助成は年度中に1回限りです。

脳ドックの
助成を拡大

16歳から
受診できるのは
ここだけ

　市では、市民の皆さんが生涯にわたって、健康でいきいきと暮らし
ていけるようサポートしています。病気などを早期発見し、早期治療
につなげるため、定期的な健診（検診）で体の総点検をしましょう。

健診（検診）で
　いきいき健康に
健診（検診）で
　いきいき健康に
健診（検診）で
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平成29年5月1日

甲賀市職員採用試験のお知らせ
●募集期間：5月1日（月）～ 31日（水）の執務時間中
　　　　　　（8時30分～ 17時15分）
●試験日：［一次試験］6月25日（日）
　            ［二次試験以降］7月下旬～ 8月上旬
  　※日程は一次試験合格者にお知らせします。
●合格発表：9月上旬～中旬
  　　※最終試験の際にお知らせします。
●採用予定日：平成30年4月1日

人事課 人事係 TEL 69-2122　 FAX 63-4086

職種／人数 受験要件
※詳細については受験案内をご確認ください。

保育士・
幼稚園教諭
／ 5人程度

①昭和63年４月２日以降生まれ
②保育士および幼稚園教諭の
　資格を有する、または取得する見込み

土木(上級)
／ 2人程度

①
昭和63年
４月２日
～
平成８年
４月１日
生まれ

②土木施工管理技士の資格を
有する、または同資格試験
の受験資格を有するもしく
は有する見込み

社会福祉士
保健師
／各1人程度

②各資格もしくは免許を有す
る、または取得する見込み

※受験案内や申込みの様式等は、市ホームページに掲載しているほか、
　人事課で配布します。

　「甲賀市第10次交通安全計画（案）」「交通事故のない安
心で安全なまち甲賀市」の実現をめざし、「交通安全対策基
本法」に基づき、「甲賀市第10次交通安全計画（案）」を作成
しました。
●意見募集期間：5月1日（月）～ 30日（火）
●意見を提出できる方：パブリック・コメント手続の対象と

なる政策等に関し、意見等を提出する意思を有する個人
および法人、その他の団体
●意見の提出方法：意見書に住所、氏名、電話番号（市外

在住で市内勤務の方は勤務先、市内在学の方は学校名）、
意見のあるページ番号を明記のうえ、閲覧場所へ持参して
いただくか、郵便、ファックス、Eメールにて提出してください。
●公表の方法：生活環境課、市民窓口センター、旧支所

である土山、甲賀大原、甲南第一および信楽地域市民セ
ンターでの閲覧ならびに市ホームページ、あいコムこうか
ポータルシステムへの掲載（開庁日の8時30分~17時15
分のみ閲覧可能）
●意見の取り扱い：提出いただいたご意見等は住所、氏名

などの個人情報を除き、回答とあわせて市ホームページ
で公表します。なお、ご意見等を提出された方への個別
の回答はしません。

　　　 市民環境部 生活環境課
　　　 防犯交通対策係
　　　 TEL 69-2143　 FAX 63-4582
　　　 メール koka10204000@city.koka.lg.jp

皆さんのご意見を募集します
（パブリック・コメント）
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